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背景（要約）
内容 説明

太陽光発電所についての要望の
背景

・安全性
（太陽光発電所：タービン、燃料がない）

・設備の大部分が3種で対応可能という実態
（太陽光発電所：大部分が直流1,500V以下）

・人員不足または人件費増加により事業継続が困難に
（2種・3種の不足、発電所の増加による需給ひっ迫）

・主技の自社選任が保安水準確保につながらない
（小規模な発電事業者が多く、自社での人材育成や
ノウハウの承継が難しい状況）

・必ずしも現地点検が必要ではない実態
（監視装置、通信、AI等により、遠隔での状況把握が
容易になる）

⇒実態に合った保安制度への見直しを要望

※ 主技：電気主任技術者、2種：第二種電気主任技術者、3種：第三種電気主任技術者 2



要望（要約）
内容 説明

要望1
主技選任規制の緩和
（外部委託の特高への拡大）

外部委託の体制整備→統括主技の2時間ルール緩和
（2種の監督専念により1名で複数発電所の保安を可能とし、
現地の担当技術者配置により駆け付けを可能に）

要望2
スマート保安規制の緩和
（点検の頻度・方法の見直し）

(1) 高度な保安力を有する事業者には、組織の力量に応じて
点検の頻度・方法に裁量を与える
（スマート保安を前提に、コンディションベース・リスクベース
/状況・リスクに応じて点検を認める等）

(2) 点検項目ごとのスマート技術への単なる置き換えではなく
電気保安システム全体のスマート化を目指す
（目視のみでは異常検知できない事象が多く、遠隔監視
装置等の活用が重要）

その他（コストへの影響等）

(1) 主技選任規制は日本特有であり、コスト増の要因となる
(2) スマート保安のみではコスト増（導入費）だが、外部委

託の特高への拡大と点検頻度・方法の見直しはコスト減
（運用費、事業者のインセンティブ）。結果、再エネのコ
スト削減と導入拡大の両立に資する

※ 本要望は、開発時の規制（林地開発等）の緩和ではあ
りません 3



太陽光発電所に係る要望 １
○特別高圧で系統連系する太陽電池発電設備について、外部委託を認めるべき
○そのうえで、第2種電気主任技術者の監督のもとで体制を整備して、第3種、電気工事士及び適任者が保守管理できるよ

うにすべき（統括電気主任技術者の2時間ルールの緩和）
現在の選任形態 新たに認めてもらいたい選任形態

※統括電気主任技術者と同じ電気保安法人に属する者であって、第3種電気主任技術者免状、
電気工事士免状又は必要な知識及び保安経験を有する者

統括電気主任技術者
（第２種電気主任技術者）

担当技術者※

2時間以内の制限なし

2時間以内 2時間以内

外部委託（電気保安法人）

担当技術者の担当区分
○交流部分
第3種電気主任技術者、電気工事士等

○直流部分（電気設備）
電気関係の資格保有者

○直流部分（土木、架台、除草など）
上記以外の適任者

第2種電気主任技術者
専任（自社選任、外部選任）

特別高圧の
太陽電池発電所

※自社の従業員等であって、必要な知識及び保
安経験を有する者

被統括事業場

統括電気主任技術者
（第２種電気主任技術者）

統括事業場

統括（自社選任）

担当技術者※

2時間以内

特別高圧の
太陽電池発電所

第2種電気主任技術者
外部委託

特別高圧の
太陽電池発電所

認められていない

（技術的要件）
・統括電気主任技術者と担当技術者は、常時連絡が行える体制であること。
・統括主任技術者の常勤場所（統括事業場）及び担当技術者の常勤場所は、再エネ発電所（被統括事業場）を、遠隔

監視装置等により常時監視し、異常が生じた場合にそれぞれの場所に通報する体制を確保していること。
・担当技術者の常勤場所は、電気工作物の設置場所に2時間以内で到達できる場所であること。
・スマート保安技術として、例えば、高圧以上の電路の常時絶縁監視装置が設置されているなど、データ化・デジタル化されてい

ること。 4



太陽光発電所に係る要望 ２-(１)
○高度な保安力を有する事業者は、スマート技術活用を前提とした新しい保安規程を作成し、組織の力量に応じて検査の頻

度・方法の裁量が与えられるべき
【外部委託】 告示等で一律に定めている点検頻度は、コンディションベース・リスクベース（経年、設備構成、設置環境等
）に見直すべき
【選任】 民間規格・ガイドラインを参考にして保安規程を作成しているため、国としても民間規格・ガイドラインのスマート技
術活用を前提としたものへの見直しの支援をお願いしたい。

図1の出典：太陽光発電事業のO&Mコスト削減に資するスマート保安活用方法に関する検討報告書（2021年7月16日 REASP）p.37

図1 太陽光発電分野の官民連携スマート化の今後のアクション
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太陽光発電所に係る要望 ２-(２)
○点検方法におけるスマート技術活用にあたっては、検知するべき異常事象に対して事象進展シナリオ等の分析を踏まえて、

点検項目ごとのスマート技術への単なる置き換えではなく、電気保安システム全体でのスマート化を目指すべき。
・目視点検で全ての異常は検知できず、遠隔監視装置等の活用が効果的な異常検知につがなる（現在の目視点検など
をすべて監視カメラやセンサー等へ置き換えるのは非効率）
・具体的には、遠隔カメラやセンサー等技術の高度化、デジタル・AI化の組合せを検討し、また技術だけでなく、運営・管理
業務を含めたデジタル化推進など、保安の高度化・最適化を目指し、点検のあり方・仕組みを見直すべき

図2の出典：太陽光発電事業のO&Mコスト削減に資するスマート保安活用方法に関する検討報告書（2021年7月16日 REASP）p.33

図2 スマート化の方向性
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補足・参考資料
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電気主任技術者制度を取り巻く環境
○昭和40年に電気事業法が施行され、電気主任技術者制度や自家用電気工作物の自主保安体制が確立※。その後、規

制当局を含めた電気保安関係者の努力による保守管理技術の進歩や設備の品質向上などにより、電気事故は大幅に減少
※出典：公益社団法人東京電気管理技術者協会（http://www.eme-tokyo.or.jp/about/history.php）

○近年、再エネ導入拡大や高齢化などにより、主任技術者制度の需給状況は変化しており、特別高圧発電所については外部
委託が認められておらず、これまでの選任制度のみでは、人員の確保や保安水準の確保が困難になる可能性

・統括行為は自社選任かつ事業場の設置者間の資本関係が前提
・参入者が増える中で、自社内での主任技術者育成が難しくなっており、自社選任が必ずしも保安水準の確保に繋がらない
・再エネ設備が山間部やへき地で開発され、地域によっては第2種電気主任技術者の確保が実際に困難になっている
・台風、大雨、雑草、雷・獣害など電気以外の技術・知見を必要とされる事故・苦情の事例が増加し、保安力強化が急務
・産業保安基本制度小委員会の最終報告書（令和3年12月1日）は「保安業務の委託の円滑化等」に言及している。

○以上の状況を踏まえ、電気主任技術者制度を外部委託を含めて現在の実態にあったものに見直すことが必要

出典：中部近畿産業保安監督部近畿支部（ https://www.jea-kansai.jp/iinkai/documents/jiko28_000.pdf ）
第8回電気保安制度WG（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/008_02_00.pdf）

中部近畿産業保安監督部近畿支部管内の電気事故 第2種電気主任技術者の現状
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太陽光発電所の特徴
○太陽光発電所は、大型のものも含め、比較的保守の容易な静止型の機器が中心であり、他の第2種電気主任技術者が

監督している火力発電所や水力発電所、風力発電所のような回転機器はなく、可燃物なども必要としない。
○太陽光発電所の大部分の設備は、直流1,500V以下で、経験があれば第3種電気主任技術者でも保守管理が可能と考

えられる。
〇太陽光発電所は、大規模な敷地、建物の屋根・壁面、水上、農地の上など設置する場所が多岐にわたるため、土木、建

築、緑化（雑草）などの電気以外の専門知識も必要となる。

図3の出典：太陽光発電事業のO&Mコスト削減に資するスマート保安活用方法に関する検討報告書（2021年7月16日 REASP）p.10の内容に一部
追記

直流1,500V以下 交流1,500V超過（66kV、6.6kVなど）

図3 太陽電池発電設備の構成例

9



経済産業省における検討状況
○産業保安基本制度小委員会の産業保安分野における当面の制度化に向けた取組と今後の重要課題（最終報告書

）においては、自家用の大型火力や大規模再生可能エネルギー設備の保安管理業務の委託を可能とすることの有効性
が示されたところ、今回の要望は、この保安管理業務を具現化したもの

出典：産業保安基本制度小委員会中間とりまとめ（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/sangyo_hoan_kihon/pdf/20210608_2.pdf）10



電気保安システム全体でのスマート化

図4の出典：太陽光発電事業のO&Mコスト削減に資するスマート保安活用方法に関する検討報告書（2021年7月16日 REASP）p.29

図4 システム全体のスマート化とは
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メガソーラーの海外とのコスト比較
日本のメガソーラーの高コスト要因
①日本の発電コストは、系統制約や土地規制により適地の確保が難しいことや、安全規制の見直し、出力抑制等の社会

情勢の変化、電気主任技術者の選任規制により、欧米と比べ高くなっている。（表 1・2）
②運用費は、欧米では第二種電気主任技術者の選任規制がないこと、規模の経済効果がはたらいていること（表3）、

O&M 事業者の競争が激しいこと、アメリカでは技術者をサイト専任とするケースの他、同一地域において複数サイトで共
有するケースがあることから、欧米と比べ高くなっていると考えられる。（表4）

表1．日本と海外の発電コスト比較

表4．日本と海外の運用費比較

表2．日本の高コスト要因

表3．日米における規模別の初期費・運用費
比較（区分の単位はMW、JPNの「2」は
2MW以上）

表1から表4の出典：
メガソーラーの発電コスト検証
（REASP報告書、2021年10月）
https://reasp.or.jp/news/234
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メガソーラーのO&Mコスト内訳（試算値）
規制見直しによるコストへのインパクト：△362円/kW/年（△0.32円/kWh※）⇒①と②はセットで実施すべき
①電気主任技術者の選任規制見直し：△562円/kW/年（＝人件費△500円+事務所等管理費△62円）
②スマート保安の規制見直し：200円/kW/年（＝点検費△200円＋外注費400円）

図5の出典：
メガソーラーの発電コスト検証
（REASP報告書、2021年10月）
https://reasp.or.jp/news/234

図5．
※2021年度4回目（第11回）入札

の供給上限額10.25円と価格目標
7円/kWhの差額3.25円の約10%
に相当
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